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 保護者様 

大 阪 市 教 育 委 員 会 

大阪市立塩草立葉小学校 

校 長  竹 内  幸 延 

 

1人 1台学習者用端末等の貸与に係る手続きのお願い 
 

大阪市では、ICTを効果的に活用した教育を推進するため、令和２年度より 1人 1台学習者用

端末等（タブレット）を整備いたしました。 

 このタブレットは、１年生の児童が活用いただくこととしており、学校内のほか、家庭等に

おいても持ち帰り学習として活用いただくことを可能としておりますが、本市の備品であるこ

とから、貸与の手続きが必要となります。 

 つきましては、お手数ですが、学校ホームページで「学習者用端末等貸付要綱」「学習者用端末

等貸付要領」「学習者用端末等使用条件」をご確認の上、以下の「学習者用端末等貸付依頼書」に

必要事項をご記入・ご署名の上、提出いただきますようお願いします。 

 （この貸付依頼書はすべての保護者に提出していただきます。） 

 

学習者用端末等貸付依頼書 

令和   年  月  日 

大阪市立塩草立葉小学校長様 

保護者名             

年 組 

児童名              

  学校教育活動の一環で行う学習活動（家庭等におけるものも含む。）において使用す

るため、次の物品の貸し付けを依頼します。 

記 

  １ 貸付物品（いずれかに〇をつけてください。） 

 ・ご家庭に無制限でつながる Wi-Fi環境がある 

⇒ 学習者端末のみ（付属品も含む） 

 ・ご家庭に無制限でつながる Wi-Fi環境がない 

⇒ 学習者端末及びモバイルルータ（付属品も含む） 

  ２ 遵守事項 

    学習者用端末等を使用するにあたり次の事項を遵守します。 

(１)学習者用端末等貸付要綱 

(２)学習者用端末等貸付要領 

(３)学習者用端末等使用条件 

        ※学校ホームページ上に掲載しています。 

プリントをご希望の方は学校までお申し出ください。 

  ３ 貸付期間 

（１）端末 ：本校に在学する期間 

（２）ルータ：本校に在学し、家庭でのインターネットが整備されるまでの期間 

 

（裏面は記入しないでください。） 

（これより下は記入しないでください。） 



 

 

年　　月　　日

年　　月　　日

理由（貸付希望があったが、貸し付けない場合に記載）

・家庭にインターネット環境が整備されているため

・再度貸し付けを希望する場合で、学習者用端末等破損・紛失等届が未提出のため

・その他（ ）

【学校使用欄】

貸 付 開 始 日 ：

学 校 番 号 ：

貸 付 開 始 日 ：

ル ー タ 番 号 ：

㊞

備 考

端末

㊞

モバイルルータを
貸し付けます。

モバイルルータを
貸し付けません。


